
○群馬県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則 

令和七年三月二十八日規則第二十七号 

群馬県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則をここに公布する。 

群馬県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則 

群馬県宅地造成等規制法施行細則（昭和四十三年群馬県規則第六号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第一条 この規則は、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和三十六年法律第百九十一号。以下「法」

という。）、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令（昭和三十七年政令第十六号。以下「政令」

という。）及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則（昭和三十七年建設省令第三号。以下「省

令」という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第二条 この規則において使用する用語は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。 

（証明書等の様式） 

第三条 法第七条第一項（法第二十四条第二項及び第四十三条第二項において準用する場合を含む。）

に規定するその身分を示す証明書は、国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際

に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する省令（令和三年国土交通省令第六十八号）別

記様式の例によるものとする。 

２ 法第七条第二項に規定する知事の許可証は、立入許可証（別記様式第一号）とする。 

（許可の申請） 

第四条 法第十二条第一項又は第三十条第一項の許可を受けようとする者は、当該許可に係る工事

の施行区域を工区に分けたときは、省令第七条第一項第一号若しくは第二項第一号又は第六十三

条第一項第一号若しくは第二項第一号の規定により添付する図面に、当該工区の位置、区域及び

規模を明示しなければならない。 

（許可申請書の添付書類） 

第五条 次の各号に掲げる書類は、当該各号に定める様式によるものとする。 

一 省令第七条第一項第五号に掲げる書類 別記様式第二号 

二 省令第七条第一項第十号及び第二項第八号に掲げる書類 別記様式第三号 

三 省令第七条第一項第十一号及び第二項第九号に掲げる書類 別記様式第四号 

２ 省令第七条第一項第十二号及び第二項第十号並びに第六十三条第一項第二号及び第二項第二号

の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。 



一 宅地造成等に関する工事の施行に係る地図（不動産登記法（平成十六年法律第百二十三号）

第十四条第一項に規定する地図）の写し又は地図に準ずる図面（同条第四項に規定する図面を

いう。）の写し 

二 宅地造成等に関する工事の施行区域内の土地の登記事項証明書 

三 工事主の資力及び信用に関する申告書（別記様式第五号） 

四 工事施行者の能力に関する申告書（別記様式第六号） 

五 排水施設を設置する場合は、排水施設の設計に係る書類 

六 土地の求積図 

七 擁壁を設置する場合は、擁壁の展開図 

八 その他知事が必要と認める書類 

３ 省令第五十八条第一項第二号及び第二項第二号の規則で定める書類は、前項第一号、第二号及

び第四号から第八号までに掲げる書類とする。 

（工事着手届出書） 

第六条 法第十二条第一項又は第三十条第一項の規定による許可を受けた工事主は、当該許可に係

る工事に着手したときは、工事着手届出書（別記様式第七号）を知事に提出しなければならない。 

（国等の協議） 

第七条 国又は都道府県、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一

項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市（以下「国等」という。）は、

宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第十五条第一項の協議をしようとするときは、

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議書（別記様式第八号）に、省令第七条第一項各号（第

八号及び第九号を除く。）に掲げる書類及び第五条第二項第一号、第二号及び第四号から第八号

までに掲げる書類を添えて提出しなければならない。 

２ 国等は、土石の堆積に関する工事について、法第十五条第一項の協議をしようとするときは、

土石の堆積に関する工事の協議書（別記様式第九号）に、省令第七条第二項各号（第六号及び第

七号を除く。）に掲げる書類及び第五条第二項第一号、第二号及び第四号から第八号までに掲げ

る書類を添えて提出しなければならない。 

３ 国等は、特定盛土等に関する工事について、法第三十四条第一項の協議をしようとするときは、

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議書（別記様式第八号）に、省令第六十三条第一項第

一号に掲げる書類（省令第七条第一項第八号及び第九号に掲げる書類を除く。）及び第五条第二

項第一号、第二号及び第四号から第八号までに掲げる書類を添えて提出しなければならない。 



４ 国等は、土石の堆積に関する工事について、法第三十四条第一項の協議をしようとするときは、

土石の堆積に関する工事の協議書（別記様式第九号）に、省令第六十三条第二項第一号に掲げる

書類（省令第七条第二項第六号及び第七号に掲げる書類を除く。）及び第五条第二項第一号、第

二号及び第四号から第八号までに掲げる書類を添えて提出しなければならない。 

（工事計画の変更許可） 

第八条 工事主は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第十六条第一項の許可を受

けようとするときは、省令第三十七条第一項に規定する書類のほか、工事の計画の変更に伴いそ

の内容が変更されるものに係る新旧を対照した図書を添付して、知事に提出しなければならない。 

２ 工事主は、土石の堆積に関する工事について、法第十六条第一項の許可を受けようとするとき

は、省令第三十七条第二項に規定する書類のほか、工事の計画の変更に伴いその内容が変更され

るものに係る新旧を対照した図書を添付して、知事に提出しなければならない。 

３ 工事主は、特定盛土等に関する工事について、法第三十五条第一項の許可を受けようとすると

きは、省令第六十七条第一項に規定する書類のほか、工事の計画の変更に伴いその内容が変更さ

れるものに係る新旧を対照した図書を添付して、知事に提出しなければならない。 

４ 工事主は、土石の堆積に関する工事について、法第三十五条第一項の許可を受けようとすると

きは、省令第六十七条第二項に規定する書類のほか、工事の計画の変更に伴いその内容が変更さ

れるものに係る新旧を対照した図書を添付して、知事に提出しなければならない。 

（軽微変更届出書） 

第九条 法第十六条第二項又は第三十五条第二項の規定による届出は、軽微変更届出書（別記様式

第十号）を提出することにより行わなければならない。 

（国等の変更協議） 

第十条 国等は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第十六条第三項において準用

する法第十五条第一項の規定による変更の協議をしようとするときは、宅地造成又は特定盛土等

に関する工事の変更協議書（別記様式第十一号）に、省令第三十七条第一項に規定する書類のほ

か、工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものに係る新旧を対照した図書を添付して、

知事に提出しなければならない。 

２ 国等は、土石の堆積に関する工事について、法第十六条第三項において準用する法第十五条第

一項の規定による変更の協議をしようとするときは、土石の堆積に関する工事の変更協議書（別

記様式第十二号）に、省令第三十七条第二項に規定する書類のほか、工事の計画の変更に伴いそ

の内容が変更されるものに係る新旧を対照した図書を添付して、知事に提出しなければならない。 



３ 国等は、特定盛土等に関する工事について、法第三十五条第三項において準用する法第三十四

条第一項の規定による変更の協議をしようとするときは、宅地造成又は特定盛土等に関する工事

の変更協議書（別記様式第十一号）に、省令第六十七条第一項に規定する書類のほか、工事の計

画の変更に伴いその内容が変更されるものに係る新旧を対照した図書を添付して、知事に提出し

なければならない。 

４ 国等は、土石の堆積に関する工事について、法第三十五条第三項において準用する法第三十四

条第一項の規定による変更の協議をしようとするときは、土石の堆積に関する工事の変更協議書

（別記様式第十二号）に、省令第六十七条第二項に規定する書類のほか、工事の計画の変更に伴

いその内容が変更されるものに係る新旧を対照した図書を添付して、知事に提出しなければなら

ない。 

（申請の取下げ） 

第十条の二 次に掲げる申請を取り下げようとする者は、取下届出書（別記様式第十二号の二）を

知事に提出しなければならない。 

一 法第十二条第一項又は第三十条第一項の規定による許可の申請 

二 法第十五条第一項又は第三十四条第一項の規定による協議の申請 

三 法第十六条第一項又は第三十五条第一項の規定による変更の許可の申請 

四 法第十六条第三項において準用する法第十五条第一項又は法第三十五条第三項において準用す

る法第三十四条第一項の規定による変更の協議の申請 

（定期の報告） 

第十一条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第十九条第一項の規定による報告は、

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の定期報告書（別記様式第十三号）によらなければならな

い。 

２ 土石の堆積に関する工事について、法第十九条第一項の規定による報告は、土石の堆積に関す

る工事の定期報告書（別記様式第十四号）によらなければならない。 

３ 特定盛土等に関する工事について、法第三十八条第一項の規定による報告は、宅地造成又は特

定盛土等に関する工事の定期報告書（別記様式第十三号）によらなければならない。 

４ 土石の堆積に関する工事について、法第三十八条第一項の規定による報告は、土石の堆積に関

する工事の定期報告書（別記様式第十四号）によらなければならない。 

（工事中止等の届出） 

第十二条 工事主は、法第十二条第一項又は第三十条第一項の許可（法第十五条第一項又は第三十



四条第一項の規定により、法第十二条第一項又は第三十条第一項の許可を受けたものとみなされ

るものを含む。）を受けた工事を中止若しくは廃止しようとするとき又はその中止した工事を再

開しようとするときは、速やかに工事中止・廃止・再開届（別記様式第十五号）を知事に提出し

なければならない。 

（緊急措置） 

第十三条 工事主は、法第十二条第一項又は第三十条第一項の許可を受けた工事について災害が発

生し、又は他に危害を及ぼすおそれが生じた場合は、直ちに必要な措置をとるとともにその旨を

文書により速やかに知事に届け出なければならない。 

（検査の申請） 

第十四条 法第十七条第一項若しくは第十八条第一項又は法第三十六条第一項若しくは第三十七条

第一項の規定により検査を申請しようとする者は、法第十二条第一項又は第三十条第一項の許可

を工区に分けて受けた場合において、当該工区ごとに検査の申請を行わなければならない。 

（工事等の届出書の添付書類） 

第十五条 省令第五十二条第一項又は第三項並びに第八十二条第一項又は第二項の届出書には、省

令に規定する図書のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

一 工事計画断面図（構造物に係るものを含む。） 

二 知事が必要と認める書類 

２ 省令第五十五条又は第八十五条の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

一 位置図 

二 除却する擁壁、崖面崩壊防止施設、排水施設又は地滑り抑止ぐい等の位置及び詳細図 

三 知事が必要と認める書類 

３ 省令第五十六条又は第八十六条の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

一 位置図 

二 知事が必要と認める書類 

（証明書の交付） 

第十六条 省令第八十八条の規定により証明書の交付を求めようとする者は、証明申請書（別記様

式第十六号）を知事に提出しなければならない。 

（書類の提出） 

第十七条 法、省令及びこの規則の規定により知事に提出する申請書、届出書、協議書、報告書及

び証明書の提出部数は、正本一通及び副本二通とし、工事の施行地を管轄する土木事務所長に提



出しなければならない。 

附 則 

１ この規則は、令和七年五月二十六日から施行する。 

２ この規則の施行の際現になされている申請等の様式については、改正後の群馬県宅地造成及び

特定盛土等規制法施行細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（令和八年三月十七日規則第十六号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改正前の群馬県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則の規定により

提出されている申告書等は、改正後の同規則の相当規定により提出されたものとみなす。 

 



別記様式第１号（規格Ａ４）（第３条関係） 

 

 



別記様式第２号（規格Ａ４）（第５条関係） 
 

設計者の資格に関する申告書 

 
 

 

 

設計者の資格に関する申告書 

 
 

                                        年  月  日 

     

群馬県知事             宛て 

                         設計者 住所 

                             氏名 

                            生年月日 

                            電話番号 

次のとおり申告します。 

資格該当条項等 概要 〇印欄 添付書類等 

盛土規制法施行令 第２２条第１

号 

大学等卒業者（土木又は建築）で土木又は建築技術経

験２年以上 

 卒業証明書 

第２２条第２

号 

３年課程短期大学卒業者（土木又は建築）で土木又は

建築技術経験３年以上 

 卒業証明書 

第２２条第３

号 

短期大学又は高等専門学校等卒業者（土木又は建築）

で土木又は建築技術経験４年以上 

 卒業証明書 

第２２条第４

号 

高等学校又は中等教育学校等卒業者（土木又は建築）

で土木又は建築技術経験７年以上 

 卒業証明書 

第２２条第５

号 

（次に掲げる者）   

盛土規制法施行規

則 

第３５条第１

号 

土木又は建築の技術に関して１０年以上の実務の経験

を有する者で、都市計画法施行規則第１９条第１号ト

に規定する講習を修了した者 

 宅地造成技術講習会

修了証 

第３５条第２

号 

（次に掲げる者）   

昭和３７年建設省

告示第１００５号 

第１号 大学院又は専攻科等１年以上在学者（土木又は建築）

で、土木又は建築技術経験１年以上 

 在学期間を証明する

書類 

第２号 技術士法第２次試験のうち以下の技術部門合格者 

・建設部門 

・農業部門（選択科目「農業農村工学」） 

・森林部門（選択科目「森林土木」） 

・水産部門（選択科目「水産土木」） 

旧技術士法第２次試験のうち以下の技術部門合格者 

・林業部門（選択科目「森林土木」） 

・農業部門（選択科目「農業土木」） 

 技術士の資格証明書 

第３号 一級建築士  一級建築士の資格証

明書 

第４号 その他国土交通大臣が認めた者   

 

 

実 

務 

経 

歴 

会社・団体名及び所在地 職名 主な経験の内容 期間 

    年 月～ 年 月 

    年 月～ 年 月 

    年 月～ 年 月 

    年 月～ 年 月 

    年 月～ 年 月 

  注 １ 該当する資格該当条項の○印欄に○を記すこと。 

２ 資格該当条項ごとに記載されている添付書類を添えること。 

３ 主な経験の内容の欄には、土木工事又は建築工事の設計、工事監理、施工管理等の技術に関する経験の 

みを記入すること。 

                                        年  月  日 

     

群馬県知事             宛て 

                         設計者 住所 

                             氏名 

                            生年月日 

                            電話番号 

次のとおり申告します。 

資格該当条項等 概要 〇印欄 添付書類等 

盛土規制法施行令 第２２条第１

号 

大学等卒業者（土木又は建築）で土木又は建築技術経験

２年以上 

 卒業証明書 

第２２条第２

号 

３年課程短期大学卒業者（土木又は建築）で土木又は建

築技術経験３年以上 

 卒業証明書 

第２２条第３

号 

短期大学又は高等専門学校等卒業者（土木又は建築）で

土木又は建築技術経験４年以上 

 卒業証明書 

第２２条第４

号 

高等学校又は中等教育学校等卒業者（土木又は建築）で

土木又は建築技術経験７年以上 

 卒業証明書 

第２２条第５

号 

（次に掲げる者）   

盛土規制法施行規

則 

第３５条第１

号 

土木又は建築の技術に関して１０年以上の実務の経験

を有する者で、都市計画法施行規則第１９条第１号ト

に規定する講習を修了した者 

 宅地造成技術講習会

修了証 

第３５条第２

号 

（次に掲げる者）   

昭和３７年建設省

告示第１００５号 

第１号 大学院又は専攻科等１年以上在学者（土木又は建築）

で、土木又は建築技術経験１年以上 

 在学期間を証明する

書類 

第２号 技術士法第２次試験のうち以下の技術部門合格者 

・建設部門 

・農業部門（選択科目「農業農村工学」） 

・森林部門（選択科目「森林土木」） 

・水産部門（選択科目「水産土木」） 

旧技術士法第２次試験のうち以下の技術部門合格者 

・林業部門（選択科目「森林土木」） 

・農業部門（選択科目「農業土木」） 

 技術士の資格証明書 

第３号 一級建築士  一級建築士の資格証

明書 

第４号 その他国土交通大臣が認めた者   

 

 

実 

務 

経 

歴 

会社・団体名及び所在地 職名 主な経験の内容 期間 

    年 月～ 年 月 

    年 月～ 年 月 

    年 月～ 年 月 

    年 月～ 年 月 

    年 月～ 年 月 

  注 １ 該当する資格該当条項の○印欄に○を記すこと。 

２ 資格該当条項ごとに記載されている添付書類を添えること。 

３ 主な経験の内容の欄には、土木工事又は建築工事の設計、工事監理、施工管理等の技術に関する経験の 

みを記入すること。 



別記様式第３号（様式Ａ４）（第５条関係） 

 
 

同意書 

年 月 日 

工事主 

住 所 

氏 名             様 

権利者 住所               

氏名             印 

  私が権利を有する次の物件について、宅地造成及び特定盛土等規制法第１２条第２項第４号又は第３

０条第２項第４号の規定に従い工事を行うことに同意します。 

  

土地の所在地及び地番 面積（㎡） 権利の種別 摘要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

計    

 



 

 

 

 

 

付表 

権利者一覧表 

土地の所在地

及び地番 

権利者の氏名

又は名称 

面積（㎡） 権利の種別 登録簿地目 摘要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

計     

注 １ 同意書に同意した者の本人確認資料として「印鑑証明書」によらない資料を添付した場合には

押印を省略することができる。 

２ 工事主が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載するこ

と。 

３ 権利の種別欄は、所有権、地上権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及

び収益を目的とする権利を記入してください。 

※質権は、当該土地を占有する不動産質権者に限る。 

※その他の使用及び収益を目的とする権利は、永小作権、地役権、採石権 

４ 共有地等同一物件に権利者が２人以上いる場合は、摘要欄にその旨を記入してください。ま

た、（）書きで持ち分も記入してください。 

５ 添付書類 

印鑑証明書 



別記様式第４号（様式Ａ４）（第５条関係） 

 



別記様式第５号（規格Ａ４）（第５条関係） 
工事主の資力及び信用に関する申告書 

年  月  日  

 群馬県知事 宛て 

工事主住所               

氏名               

 次のとおり申告します。 

設 立 年 月 日 年   月   日  資 本 金 千円 

法 令 に よ る 登 録 等  

従 業 員 数          人（うち土木建築関係技術者          人） 

前 年 度 事 業 量 千円 資 産 総 額 千円 

前 年 度 納 税 額 法人税又は所得税        千円   事業税        千円 

主たる取引金融機関  

役 

員 

略 

歴 

職 名 氏 名 年 令 在社年数 資 格 、 免 許 、 学 歴 、 そ の 他 

  
歳 年 

 

  
歳 年 

 

  
歳 年 

 

  
歳 年 

 

宅 
地 

造 

成 

等 

経 

歴 

工 事 名 工事施行者名 工事施行場所 面 積 許認可番号年月日 着 工 ・ 完 了 年 月 

   ㎡ 
年  月  日 

第 号 

年  月着工 

年  月完了 

   ㎡ 
年  月  日 

第 号 

年  月着工 

年  月完了 

   ㎡ 
年  月  日 

第 号 

年  月着工 

年  月完了 

   ㎡ 
年  月  日 

第 号 

年  月着工 

年  月完了 

   ㎡ 
年  月  日 

第 号 

年  月着工 

年  月完了 

 



注１ 申請者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

 ２ 法令による登録等については、宅地建物取引業法による免許、建築士法による建築士事務所登録、建設業法に

よる建設業者登録等について記入すること。 

  ３  添付書類  

・資金計画書（宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則別記様式第３） 

・預金残高証明書 

・資金借入又は融資証明書 

・工事主が以下の点に該当しないことを誓約する書類（工事主が法人の場合においては、役員全員について記載

すること） 

イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

ロ 法（宅地造成及び特定盛土等規制法を含む。以下同じ。）又は法に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処

せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者 

ハ 宅地造成及び特定盛土等規制法第１２条、第１６条、第３０条又は第３５条の許可が取り消され、その取消

しの日から５年を経過しない者 

・工事主が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をい

う。）等に該当しないことを誓約する書類（工事主が法人の場合においては、役員全員について記載すること） 

・工事主が個人の場合においては、以下の書類 

  イ 所得税の納税証明書（その１）（直前３年間） 

・工事主が法人の場合においては、以下の書類 

   イ 法人税の納税証明書（その１）及び事業税の納税証明書（直前３年間） 

ロ 事業経歴書 

ハ 直前３年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表 

ニ 当該株主の有する株式の数又は当該出資している者のなした出資の金額が確認できる書類（株主調書）（参

考様式） 

・工事主が法人の場合であって、保有株式が発行済み株式総数の過半を有する株主又は出資の額の過半の額に相

当する出資をしている者があるときは、以下の書類 

イ 出資している者が個人の場合、個人番号カード、運転免許証等の公的な機関が発行したもので住所及び氏

名が確認できる書類の写し又は住民票の抄本 

ロ 出資している者が法人の場合、当該法人の登記事項証明書  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第６号（規格Ａ４）（第５条関係） 

工事施行者の能力に関する申告書 

 

                                     年  月  日 

    

 群馬県知事 宛て 

 

                       工事施行者 住所 

                             氏名                          

 

 

次のとおり申告します。 

許 可 申 請 者 氏 名                                    

工事をする土地の所在地

及 び 地 番 
                                   

設 立 年 月 日    年   月   日 資 本 金 千円 

法 令 に よ る 登 録 等  

従 業 員 数 
事 務 技 術 労 務 計 

人 人 人 人 

前 年 度 納 税 額 法人税又は所得税         千円 事業税        千円 

主たる取引金融機関   

建設業法第 26 条による

主任技術者住所氏名 
  

技

術

者

略

歴 

職 名 氏 名 年 齢 在 社 年 数 資 格 免 許 学 歴 そ の 他 

    歳 年   

    歳 年   

    歳 年   

    歳 年   

宅

地

造

成

工

事

等

施

行

経

歴 

工 事 名 
工 事 施 行 

社 名 

工 事 施 行 

場 所 
面 積 許認可番号・年月日 完 成 年 月 

       ｍ２ 
  年  月  日 

第       号 
 年  月 

       ｍ２ 
  年  月  日 

第       号 
 年  月 

       ｍ２ 
  年  月  日 

第       号 
 年  月 

       ｍ２ 
  年  月  日 

第       号 
 年  月 

       ｍ２ 
  年  月  日 

第       号 
 年  月 

 

 

 

 

 

  



注 １ 工事施行者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

  ２ 法令による登録等については、建設業法による建設業者登録、建築士法による建築士事務所登録等について

記入すること。 

  ３ 添付図書 

   法人の登記事項証明書（個人の場合は以下の書類） 

    ・税務署に開業届を提出している場合は開業届出証明書及び開業届の控えの写し 

    ・税務署に開業届を提出していない場合は所得税の納税証明書  

   工事施行者の建設業の許可証明書及び事業経歴書 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第７号（規格Ａ４）（第６条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

工事着手届出書 

 

 年  月  日 

 

群馬県知事  宛て 

工事主 住所           

氏名           

 

 以下のとおり、宅地造成及び特定盛土等規制法            の規定により許可を受けた 

 

工事に着手したので、届け出ます。 

 

１ 許可番号   年  月  日 群馬県指令建第        号 

２ 工事着手年月日   年  月  日 

３ 工事完了予定年月日   年  月  日 

４  工事施行者の住所・氏名 

 

 

 

 

５ 現 場 管 理 者 の 

  氏 名 及 び 連 絡 先 
 

 注 １ 申請者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載するこ

と。 

   ２ 添付書類 

標識の設置状況を明らかにする写真 

工事の工程を示す書類 

 

第１２条第１項 

第３０条第１項 

 

法人にあっては、その事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名 



別記様式第８号（規格Ａ４）（第７条関係） 



 



別記様式第９号（規格Ａ４）（第７条関係） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第10号（規格Ａ４）（第９条関係） 
軽微変更届出書 

  年  月  日   

  群馬県知事 宛て 

届出者 住 所              

氏 名              

 

  宅地造成及び特定盛土等規制法            の規定により、宅地造成等に関する工事の 

 

変更について次のとおり届け出ます。 

１ 工事の許可番号 年  月  日 群馬県指令建第     号 

２ 土地の所在及び地番  

３ 

変
更
に
係
る
事
項 

事項 変更前 変更後 

   

４ 変更の理由  

※土木事務所受付欄 ※建築課受付欄 備考 

   

※（処分庁記載欄） 

  第     号  

 

 

上記届出は、  年  月  日受理しました。 

 

 

 

注 １ 法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

２ ※印のある欄は記載しないこと。 

 

第１６条第２項 

第３５条第２項 



別記様式第11号（規格Ａ４）（第10条関係） 



 



別記様式第12号（規格Ａ４）（第10条関係） 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第12号の２（規格Ａ４）（第10条の2関係） 
 

取下届出書 

 

 

年  月  日  

 

 

   群馬県知事   宛て 

                  

    

 

                        届出者 住所 

                            氏名                            

                                                

 

     年  月  日申請の宅地造成及び特定盛土等規制法第   条第   項の規定による     申

請書（協議書）は、次の理由により取り下げたいので届け出ます。 

  

 

工 事 主 の 住 所 及 び 氏 名 

 

 

    

 

 

申請をしている土地の所在地及び地番  

 

 

 

 

取 下 げ の 理 由 

 

 

 

 

※土木事務所受付欄 ※建築課受付欄 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※（処分庁記載欄）                

 

  第     号  

 

 

上記届出は、  年  月  日受理しました。 

 

    注 ※印のある欄は記載しないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第13号（規格Ａ４）（第11条関係） 

 



別記様式第14号（規格Ａ４）（第11条関係） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第15号（規格Ａ４）（第12条関係） 

工事中止・廃止・再開届 

  年  月  日   

  群馬県知事 宛て 

届出者 住 所                

氏 名                

 

  下記のとおり、宅地造成及び特定盛土等に関する工事を中止（廃止・再開）したいので届け出ます。 

 

記 

 

１ 許可年月日及び番号   年   月   日  群馬県指令建第   号 

（最初に届け出た年月日   年   月   日） 

２ 工事を（中止）している土地の所在

及び地番 

 

３ 工事を中止（再開・廃止）しようと

する理由 

 

４ 工事進捗状況及び防災・安全対策措

置の施行状況について 

 

５ 中止（廃止）後の責任者の職氏名・

住所・連絡先について 

 

６ 工事の中止（廃止）の完了時期  年  月  日 

※土木事務所受付欄 ※建築課受付欄 備考 

   

※（処分庁記載欄） 

  第     号  

 

 

上記届出は、  年  月  日受理しました。 

 

 

注 １ 法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

   ２ 工事の中止・廃止・再開については、該当する項目に○をつけること。 

  ３ １欄は、届出工事の場合は、最初に届け出た年月日を記載すること。 

  ４ ４欄は、中止・廃止後も災害が生じないよう措置を取った状況を記載すること。 

５ 工事の中止期間においても、宅地造成及び特定盛土等規制法第１９条第１項又は第３８条第１項の規定による報

告は必要です。 

  ６ ※印のある欄は記載しないこと。 

 



別記様式第16号（規格Ａ４）（第16条関係） 

 


